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【表紙】



第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】
該当事項はありません。
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回次 第16期 第17期 第18期

決算年月 2022年５月 2023年５月 2024年５月

売上高 （千円） 3,583,994 4,226,151 3,713,415

経常利益 （千円） 511,542 574,188 358,358

親会社株主に帰属する

当期純利益
（千円） 345,477 390,375 234,178

包括利益 （千円） 345,477 390,375 234,178

純資産額 （千円） 720,602 1,110,977 1,345,155

総資産額 （千円） 1,779,432 2,183,828 2,058,498

１株当たり純資産額 （円） 2,402.00 3,703.25 4,483.85

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
（円）

-

（-）

-

（-）

-

(-)

１株当たり当期純利益 （円） 1,151.59 1,301.25 780.59

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） - - -

自己資本比率 （％） 40.5 50.9 65.3

自己資本利益率 （％） 47.9 42.6 19.1

株価収益率 （倍） - 3.8 6.3

配当性向 （％） - - -

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 82,251 356,211 228,447

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △42,625 △130,947 △92,618

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 186,876 △21,222 △284,279

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 367,455 588,551 449,832

従業員数
（人）

44 47 49

（外、平均臨時雇用者数） (40) (35) (54)

第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（注）１．第16期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．株価収益率については、当社株式の上場が2023年１月26日であるため、それ以前については記載しておりま

せん。

５．従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

６．第16期の連結財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項

の規定に基づき、第17期及び第18期の連結財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場

規程の特例」第128条第３項の規定に基づき、清稜監査法人の監査を受けております。

７．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第16期の期首から適用してお

ります。

８．2022年10月15日付で普通株式１株につき1,500株の株式分割を行っておりますが、第16期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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年　月 沿　革

2006年９月 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺に「株式会社ミモナ」を創業

2006年９月 大阪府大阪市東住吉区に本社を移転

2007年４月 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺に本社を移転

2011年12月 本社を現住所の和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田に移転

2014年４月 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺に「アウトドアショップ Orange」を開業

2021年３月 株式会社シュリロトレーディング（現 エストレード株式会社）を東京都港区に新規設立

2021年７月 株式会社シュリロトレーディングの本店が神奈川県藤沢市に移転

2022年４月 株式会社シュリロトレーディングがエストレード株式会社に社名変更

2023年１月 東京証券取引所 TOKYO PRO Market へ上場

2023年10月 株式会社DIG（東京都台東区）の全株式を取得

2024年３月 東京都千代田区神田須田町に東京支社を開設

２【沿革】

当社は、2006年に現在の代表取締役社長である池田道夫が和歌山県伊都郡かつらぎ町に「株式会社ミモナ」を設

立、スノーボード、スポーツ用品のネット販売等を始めることからスタートしました。2011年12月に現在の所在地

である和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田に本社を移転。ニューカルチャーを先読みし、主力販売商品を切り替

え、2014年には当社初となる実店舗「アウトドドアショップ Orange」をオープンしました。

和歌山県のみならず大阪府、茨城県、神奈川県、三重県と全国に事業を拡大しており、常に探求心を求め、現在

に至っております。

当社設立以後の現在の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。
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３【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社（エストレード株式会社、株式会社DIG）の３社により構成されておりま

す。eコマース・店舗運営・卸売の「アウトドアスポーツ事業」とエストレード株式会社の「工業用製品事業」の

２事業を行っております。

１．アウトドアスポーツ事業

当社グループの主力事業として、アウトドア商品を主にeコマース、店舗、卸売のチャネルで販売しております。

当社グループが販売する商品は、「なぜ売れているか」を念頭に置き、幅広いユーザーに応えるセレクト商品を

取り扱うことが当社の強みです。また、自社商品の開発には有名ブランドとコラボレーション商品を多数展開し、日

本全国に商圏を広げ、販売を行っております。

当社グループの主力商品である「アウトドアスパイスほりにし」は、５年の歳月を掛け、20種類以上のスパイス

や調味料をブレンドしたオールインワンスパイスを開発し、アウトドア業界では定番の調味料として2019年の販売か

らシリーズ累計販売本数600万本突破の人気商品となっております。

また、自社で立案、企画を行い、他にはないアウトドア商品を展開するプライベートブランド「MIKAN」を販売し

ております。厚生労働省の除去用医薬部外品承認済みの蚊取り線香 ザ・パンチや、スプレータイプでヤブ蚊・マダ

ニから体を守るザ・ディフェンダー、アウトドアでも家でも使えるIH対応のホーローダッチオーブンや「置く、吊る

す、くっつける」を実現した３wayランタンなど、アウトドアをするうえで、「かゆいところに手が届く」商品を取

り揃え、今後も更なる展開を行います。

その他、サーフィン&アウトドアライフが人気のイラストレーター「JONAS CLAESSON」とExclusive(独占)契約を

締結し、有名アパレルブランド等とのコラボレーション商品を提案しております。
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(１)eコマース

2024年５月期において、当社グループの約41.8％の売上高を占めており、核となる販売経路となります。

ニーズに合わせ、モールタイプのオンラインショップと自社のオンラインショップ、全７店舗運営しております。

(２)店舗運営

①直営店

「アウトドアショップ Orange」の直営店４店舗を全国展開しております。

創業地の和歌山県伊都郡かつらぎ町の「アウトドアショップ Orangeギア館・アパレル館」を基幹店とし、アウトド

ア商品やアパレル商品を多数品揃えております。また、大阪府の商業施設なんばパークス内に１店舗、三重県多気郡

多気町の商業リゾート施設VISONに１店舗の運営を行っております。

なんばパークス店　　　　　　かつらぎ本店 ギア館・アパレル館　　　　　　　　　VISON店

「アウトドアショップ Orange アパレル館」３Fにアウトドアブランド Colemanの歴史を肌で感じていただけるOCMJ

(オレンジ オールドコールマンミュージアム ジャパン)を併設しております。

また当社グループでは、キャンプ場の運営も行っております。YouTubeで累計再生回数500万回以上のドラマの舞台でも

あるOrange会員様専用のフリーサイトキャンプ場、「新子キャンパーズパーク」と少人数から最大16名まで利用いただけ

る全15区画と駐車場スペースを完備した「北寺オートキャンプ場」の２ヵ所を運営しております。

新子キャンパーズパーク　　　　　　　　　　　北寺オートキャンプ場
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②協業販売店

FREAK’S STORE１号店に「Orange 古河店」が関東に初出店、またVAN LIFE STYLEをテーマに、クルマ×アウトド

アのライフスタイルを提案するウエインズトヨタ神奈川株式会社様が運営する店舗 U-BASE SHONAN、アンテナショッ

プ アリオ橋本、U-BASE SAGAMI、U-BASE EBINAの計５店舗で商品の販売をしております。

Orange 古河店　　　　U-BASE SHONAN　　　　　U-BASE EBINA　　　　 U-BASE SAGAMI　　　　U-BASE ARIO橋本

(３)卸売

当社グループの人気商品「アウトドアスパイスほりにし」シリーズをはじめ、PB「MIKAN」、アウトドアショップ

Orangeと有名ブランドとのコラボレーション商品を多数取り扱っております。

「アウトドアスパイスほりにし」シリーズは連日全国の商社・セレクトショップから問い合わせがある卸売事業の基

盤となる商品になります。

エストレード株式会社が販売しているスノーボード商品に関しては、NIDECKERの日本の正規代理店として販売してお

ります。業界では初めてのカービングボード、アシンメトリーボード、ダブルフレックスボードなどの技術を採用した

ボードを手掛けております。「Speed Entry」をコンセプトに、バインディングブランドとして1996年誕生のFLOW、

2009年にカナダで誕生し、３人のライダー自身がそれぞれ独自のボードを表現し商品化をするブランド Yes.等を取り

扱っております。

２.工業用製品事業

当社の子会社であるエストレード株式会社では、世界の銀行券及びセキュリティドキュメント市場で高いシェアを占

めスイスに本拠地を置き多くの拠点を有するSICPA SAの日本総代理店として、偽造防止用特殊セキュリティインキを日

本の市場に提供しております。セキュリティインキとは、銀行券をはじめとしたセキュリティドキュメントの偽造防止

を目的に開発された製品で、世界の銀行券に使用され銀行券のみならず商品の偽造防止用ラベルに使用されておりま

す。具体的にはSICPA SAより仕入れた製品を日本の印刷関連の法人へ販売するとともに、製品使用量に基づいて一定の

手数料収入を得ております。また、農業用灌漑用水の効率的管理と省力化機器を世界に提供しているイスラエルに本拠

地を持つARAD Limited社、スペインに本拠地を有し世界中にネットワークを持ち、農業、緑化、スポーツ関連市場に広

範な仕様のスプリンクラーを製造する専門会社VYR S.Aの代理店として機器販売を行っております。

３.飲食及びホテル事業

当社の子会社である株式会社DIGでは、東京都台東区柳橋に「AMBIVALENT=両価性」をコンセプトにしたカフェとカプ

セルホテルの複合スペース「OUR OUR」を運営しております。3つのタイプのスペースが用意されており、宿泊だけにと

どまらず、ワークスペースとしてのご利用も好評です。また、1階には焼ドーナツで多数のメディアに取り上げていた

だいているカフェ＆レストラン Pretty good が併設されております。
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事業の系統図は、次のとおりであります。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）

エストレード株式会社 神奈川県藤沢市 9,000
アウトドアスポーツ事業

工業用製品事業
100.0

当社からの商品仕入

役員の兼任１名

株式会社DIG 東京都台東区 0 アウトドアスポーツ事業 100.0
当社からの商品仕入

役員の兼任１名

４【関係会社の状況】

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．エストレード株式会社は特定子会社に該当しております。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４．エストレード株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

合が10%を超えております。

主要な損益情報等

①売上高　  　　　568,429千円

②経常利益　  　　 73,733千円

③当期純利益　　　 49,927千円

④純資産額　　　　154,534千円

⑤総資産額  　　　346,748千円
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2024年５月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

アウトドアスポーツ事業 39 (51)

工業用製品事業 2 (－)

全社（共通） ８ (３)

合計 49 (54)

2024年５月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

37(35) 35.8 3.5 3,422

セグメントの名称 従業員数（人）

アウトドアスポーツ事業 30 (32)

工業用製品事業 － (－)

全社（共通） ７ (３)

合計 37 (35)

５【従業員の状況】

(１）連結会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、派遣社員を除く。）は、年間の平均人員

を（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、経理財務部・経営管理部に所属しているものであります。

(２）発行者の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、派遣社員を除く。）は、年間の平均人員

を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、経理財務部・経営管理部に所属しているものであります。

(3）労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）業績

当連結会計年度における我が国経済は、インフレが進行しているものの、持続的な雇用環境の改善が続く中で、

各種政策の効果もあり日経平均株価も史上初の４万円超えや、インバウンド需要の拡大などもあり回復傾向にありま

す。一方、世界経済においては、中東紛争、ロシアによるウクライナ侵攻継続や、中国の景気不安など、海外の様々

な情勢不安が国内景気を下押しするリスクが想定されております。

国内のアウトドア業界につきましては、残暑や暖冬などの気候要因によって季節商品の販売に苦戦する環境とな

ったことと、一時的なブームの反動により、国内旅行や多様なレジャーに移っており、アウトドア市場全体としては

調整局面が継続していると考えております。また、工業用製品事業においては商品需要の減少と一部商品の製造中止

などが顕著に数字に表れる結果となりました。このような情勢の中、当社グループにおきましては、主力商品である

「アウトドアスパイスほりにし」の販売が好調を維持しております。シリーズ累計出荷本数は600万本を突破し、多

種多様な業界とのコラボレーションなどを行い、メディアにも多数取り上げられ、今後も市場拡大を見込んでおりま

す。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は3,713,415千円(前年同期比12.1％減)、営業利益は343,679千円(同

38.5％減)、経常利益は358,358千円(同37.6％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は234,178千円(同40.0％減)と

なりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①　アウトドアスポーツ事業

アウトドアアパレルは順調に売上を伸ばしましたが、需要が鈍化しているキャンプ用品の補填とまでは至りませ

んでした。当事業の売上高は3,552,353千円(前年同期比11.6％減)、営業利益は306,809千円(同38.2％減)となりま

した。

②　工業用製品事業

商品の製造中止など不安定な情勢が続いております。当事業の売上高は161,061千円(前年同期比27.3％減)、

営業利益は36,869千円(同40.6％減)となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、449,832千円となりまし

た。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は228,447千円(前年同期比35.9％減)となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益360,429千円、法人税等の支払額221,804千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は92,618千円(前年同期比29.3％減)となりました。これは主に有形固定資産

の取得による支出79,207千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は284,279千円(前年同期は21,222千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金

の純減少額168,178千円、長期借入金の返済による支出114,894千円によるものであります。
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セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比（％）

アウトドアスポーツ事業 3,552,353 △11.6

工業用製品事業 161,061 △27.3

合計 3,713,415 △12.1

２【生産、受注及び販売の状況】

(１）生産実績

当社グループが営む事業では生産実績を定義することが困難であるため、生産実績は記載しておりませ

ん。

(２）受注実績

当社グループが展開する事業の特性上、受注実績の記載になじまないため、受注実績は記載しておりませ

ん。

(３）販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売金額及び当該販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10％

以上となる相手先がいないため記載を省略しております。
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３【対処すべき課題】

当社グループにおきましては、当期においては減収にはなりましたが、更なる持続的な成長を成し遂げるため、

当社グループを取り巻く刻々と変化する経済状況に対し、迅速かつ適切に対応してまいります。

当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は以下のとおりであります。

（１）店舗の展開

当社グループにおきまして、安定的な収益基盤を構築していくためには、既存店舗における競合他社よりも充実

した商品ラインナップやサービスの提供と新規店舗の展開が重要な課題となります。新規店舗については、急速な

展開を図るのではなく、トレンドを捉えた店づくり、コンセプトづくりを徹底して、展開を図ってまいります。

（２）人材の確保及び育成

当社グループにおきましては、店舗運営のための人材の確保とその育成が重要な課題となります。パート・アル

バイトの社員登用や中途採用等を積極的に行うとともに、教育、研修の強化を図りながら、育成に取り組んでまい

ります。

（３）ブランディングの強化及び更なる知名度の向上

当社グループにおきましては、今後の成長のためには「アウトドアショップ Orange」のブランド力や「アウト

ドアスパイスほりにし」の知名度を更に向上させることが重要であると考えております。知名度を高めることによ

り新規顧客獲得や新規取引業者の獲得を行うことが販路拡大につながるため、費用対効果を見極め十分な市場調査

を行った上、宣伝活動に取り組んでまいります。

（４）事業資金確保について

当社グループにおきましては、更なる事業拡大を見据え、資金調達手段を多様化することで、中長期的に安定し

た成長が可能な財務体質の強化に努めてまいります。

（５）経営基盤の強化

当社グループにおきましては、環境変化へ迅速に対応するとともに、効果的有機的な経営体質の実現を果たすた

めに権限と責任を明確化した経営が重要であると認識しております。特に経営管理体制の強化、経営人材の強化に

より、更なる経営の効率化・迅速化を図ってまいります。また、今後当社グループの事業が拡大していく中で、内

部統制の整備、向上が必要不可欠と考えております。コーポレート・ガバナンスにも積極的に取り組むことで強固

な経営基盤の構築を進めてまいります。

（６）リスク管理体制の整備・強化及びコンプライアンスの徹底

当社グループにおきましては、持続的な拡大を支えていくために、業況推移を常時正確に把握し、適時・適切に

経営判断に反映させていくことが重要であると考えております。また、企業の社会的責任を積極的かつ十分に適時

に果たすためには、コンプライアンス体制の更なる充実・強化が重要であると認識しております。法令及び規則の

遵守をより確実に実践するために、取締役会・組織の機能強化と社内の徹底した情報共有化のために施策に取り組

みます。

（７）法令遵守・法改正への対応について

当社グループにおきましては、事業活動を行うにあたって、法令遵守は最優先事項であるとの認識のもと、販売

管理体制の構築、全社員に対して教育・周知の徹底、また、適宜、弁護士のアドバイスを受ける等、法的規制を遵

守する管理体制の整備に努めております。しかしながら、これらの法令に違反する行為がなされた場合及び法令の

改正や新たな法令が当社グループの事業に適用され、その制約を受けることとなった場合には、当社グループの業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（８）天災、感染症等への対応について

当社グループにおきましては、地震、風水害などの自然災害により社屋・従業員等のその家族及び取引先などに

被害が発生した場合、営業活動の停止、システム障害、交通網の混乱により事業活動に支障が生じ、直接的又は間

接的な影響を及ぼす可能性があります。

また、今後も新型コロナウイルスのような感染症が全世界的に拡大した場合、経済活動の制限を余儀なくされる

可能性があります。このような感染症等の蔓延の要因による顧客の購買意欲の後退等により、当社の業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４【事業等のリスク】

当社グループの事業及び業績に重要な影響を与える可能性がある事項を記載しております。また、必ずしもその

ようなリスク要因に該当しない事項につきましても、重要であると考えられる事項につきましては、積極的な情報

開示の観点から以下に記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識したうえ

で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本書の利用にあたりましては、本項の

記載事項をご精読いただき、十分にご理解いただきたくお願い申し上げます。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将来

において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

（１）ＰＢ商品及び価格競争について

当社グループの自社商品開発では、自社工場を持たないファブレス企業として、PB商品の企画・品質管理を

行うなど、他社との差別化を図っておりますが、当社グループと同様に自社開発を行っている企業や新規参入

企業による代替品の出現や、これら競合との競争激化により、当社グループ商品の品質レベルを維持したまま

販売価格を値下げせざるを得ない場合などには、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があ

ります。

（２）トレンド又は消費者の嗜好変化について

当社グループは、アウトドアスポーツ用品等、属する業界は趣味性の高い商品を取り扱っているため、消費

者の嗜好の変化による影響を受けやすく、商品のライフサイクルが短い傾向にあります。当社グループとして

は、流行に左右されにくい商品の開発や複数のブランド展開、販売動向に沿ったオリジナル商品の企画の開発

及び供給に努めておりますが、トレンドの変化又は消費者の嗜好の変化に対応できない場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（３）国内の経済環境、社会情勢について

当社グループは、国内で事業展開を行っており、国内景気や個人消費、人口の動向等の経済・社会環境に加

え、アウトドア商品は生活必需品ではないことから、雇用環境が悪化した場合には、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

（４）季節や気候要因による売上変動について

当社グループのアウトドアスポーツ事業は業績の季節変動の影響を受けているほか、冷夏や猛暑、暖冬等の

気候要因で、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）ECサイトについて

当社グループは、小売販売事業における自社のWeb通販事業や、卸売販売事業の一部において、インターネ

ットを使用した営業形態をとっております。インターネットにはシステム障害や不正アクセス、技術革新によ

る機能の陳腐化等のリスクがあり、これらを原因としてインターネット商取引の利便性や信頼性が失われた場

合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（６）在庫について

当社グループでは、収益力強化のためPB商品及びNB商品の販売拡大に取り組んでおりますが、これに伴い在

庫の増加及び在庫欠品のリスクや商品回転率低下のリスクを抱えております。仕入・販売・在庫管理の精緻化

や在庫コントロールの強化により、在庫の抑制、欠品リスクの低減、商品回転率の向上に努めておりますが、

販売の予期せぬ変動により在庫が過剰となり、その削減が進まなければ、評価損の計上が必要となる場合や、

在庫が欠品することによる販売機会の損失により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性が

あります。

（７）製品の欠陥および健康被害について

当社グループでは、製品や取扱商品に異物混入、健康被害その他の欠陥が生じた場合には、多額のコストの

発生や信用力の低下により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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（８）競合他社について

当社グループの事業における市場では、同業他社の参入が増加しているため、更なる競争の激化が予想され

ます。商品の充実に注力し、他社との差別化を図っておりますが、今後競争が激化し、新規参入事業者等によ

る新たなカテゴリーが増加した場合、競争が激化する恐れがあります。この場合、当社グループの業績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（９）小規模組織であることについて

当社グループは組織規模が小さく、社内管理体制もこの規模に応じたものとなっております。今後、事業拡

大に伴い人員増強を図り、内部管理体制も併せて強化・充実させていく方針でありますが、事業の拡大及び人

員の増加に適時適切に組織的対応ができなかった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

（10）人材の確保及び育成について

当社グループは、人材の確保と育成を積極的に行っていくことは、今後の事業展開において重要な要素と考

えております。その際、当社グループの理念を理解し、賛同した人材の確保が重要となっており、パート・ア

ルバイトの社員登用や中途採用等を積極的に行い人材の獲得に進めてまいります。しかしながら、人材の確保

及び育成が順調に進まない場合には、店舗におけるサービスレベルの維持や店舗展開が計画通りに実行でき

ず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（11）原油価格高騰による物流業者の値上げについて

当社グループは、商品配送のほとんどを外部物流業者に委託しております。原油価格の高騰により、ガソリ

ンなどの価格が高騰した場合、物流コストが増大します。また、物流に関しては、リスク分散の観点からも各

社との良好な取引関係の維持を努めるとともに、その他の配送業者との関係構築も常に模索しておりますが、

今後、既存物流業者各社からの大幅な送料の値上げ要請があった場合、物流コストが増大し、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

（12）物価上昇による仕入れ価格高騰について

当社グループは、物価上昇によりアウトドアスポーツ事業の商品の仕入価格が高騰した場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（13）システムダウンに関するリスクについて

当社グループの事業は、コンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに全面的に依存しており、自然災

害や事故等によって通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの事業及び業績は深刻な影響を受

けます。また、当社グループのコンピューターシステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正

アクセスを回避するよう努めておりますが、不正アクセス等による情報漏洩等が生じた場合やコンピューター

ウィルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。

（14）特定人材への依存について

当社グループの代表取締役社長である池田道夫は、永年に亘り経営方針や経営戦略の決定を行っており、当

社グループの重要な役割を担っております。こうした状況を踏まえ、同氏へ過度に依存しない経営体制の整

備・強化を進めております。しかしながら、現状において、何らかの理由により同氏が業務を遂行することが

困難になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（15）役職員による過誤及び不祥事並びに情報漏洩に係るリスクについて

当社グループは、社内業務手続きの確立を通じて役職員による過誤の未然防止策の構築を進めております。

また、社内規定の開示や研修の実施により役職員が徹底して法令を遵守するよう指導に努めております。しか

しながら、人為的なミスを完全に排除することはできず、また、役職員個人が詐欺、機密情報の濫用、その他

の不祥事に関与し、法令に違反する可能性を否定することはできません。内部者又は不正なアクセスにより外

部者が、顧客又は当社グループの機密情報を漏洩するリスクも完全に排除することはできません。

このような役職員等による過誤や不祥事等、又は情報の漏洩や悪用が発生した場合、当社グループが第三者

に生じた損害を賠償する責任を負うだけでなく、監督当局からの行政処分を受け、顧客やマーケットの信頼を

失うこと等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（16）労務管理体制について

当社グループでは昨今の社会的な意識の高まりを背景に適切な労働環境を構築することが重要な経営課題で

あると認識しております。しかしながら、十分な人員確保や、適切な人材育成による業務の効率化に伴い人件

費が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの従業員に何らかの

健康悪化等が生じ、当社グループに対する損害賠償請求が生じることで、当社グループの経営成績のみならず

社会的信用が悪化する可能性があります。

（17）取引先の信用リスクについて

当社グループは、取引先に関する信用力や支払条件等の厳格な審査の実施に努めるとともに、信用不安情報

の早期収拾等、可能な限り信用リスクの最小化を図っておりますが、発注者、協力業者等の取引先が信用不安

に陥った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（18）知的財産権について

当社グループは、第三者の知的財産権を侵害しないように、また当社グループの知的財産権が第三者に侵害

されないように、知的財産権保護のための準備を進めております。しかしながら、第三者から知的財産権の侵

害を理由とする訴訟提起や、また第三者から知的財産権の侵害を受ける可能性を排除することは不可能である

ため、このような事態が生じた場合、その結果によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

（19）配当政策について

当社グループでは、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしなが

ら、当連結会計年度末現在において、当社グループは成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及

び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当すること

で、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的には

経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益の配当を検討する方針でありますが、配当の実施及びその

時期等については、現時点において未定であります。

（20）訴訟について

当社グループでは、現段階において業績に重大な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありませんが、

法令遵守を確保するための体制の整備に注力するとともに、弁護士等の専門家との連携を図りながら、訴訟リ

スクの極小化に努めております。しかしながら、今後当社グループが事業を展開する上で、第三者の権利侵害

等に起因する訴訟その他の請求の可能性があり、これら訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

（21）為替リスクについて

当社グループでは、一部商品を間接的な輸入を含め海外から仕入れているため、為替レートが大きく変動し

た場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（22）担当J－Adviserとの契約の解除に関する事項について

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、

東京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当J－Adviserと、株式上場の適格性審査及び株式上場後の上場

適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、「J－Adviser契約」としま

す。)を締結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、当社グループがJ－Adviser契約を締結

しているのは株式会社日本Ｍ&Ａセンター（以下、「同社」とします。）であり、同社とのJ－Adviser契約に

おいて当社は、下記の義務の履行が求められております。下記の義務の履行を怠り、又は契約に違反した場

合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1か月)を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催

告し、その催告期間内にその義務の履行又は違反の是正がなされなかったときは、J－Adviser契約を解除する

ことができる旨の定めがあります。また、上記にかかわらず、当社グループ及び同社は、両当事者による書面

による合意又は相手方に対する1か月前以上の書面による通知を行うことにより、いつでもJ－Adviser契約を

解約することができる旨の定めがあります。当社グループが同社より上記の解除にかかる催告期間中におい

て、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、又は同社に代わる担当J－Adviserを確保できない場

合は、当社普通株式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる可能性があります。

- 15 -



＜J－Adviser契約上の義務＞

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満たすこと

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること

・上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること

＜J－Adviser契約解除に関する条項＞

当社（以下、「甲」という。）において下記の事象が発生した場合には、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター（以下、

「乙」という。）からの催告無しでJ-Adviser契約を解除することができるものと定めております。

①　債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後１年間において債務超過の状態となった場合を除

く。）において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する

日の後最初に到着する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以内」も同

様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、

産業競争力強化法（以下、「産競法」という。） 第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再

生（当該手続が実施された場合における産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うこ

とにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合（乙

が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度

に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過

の状態でなくなるための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次

のａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。

ａ　次の（ａ）から（ｃ）まで定める書面

（ａ）法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合　当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判

所の認可を得ているものであることを証する書面

（ｂ）産競法第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合におけ

る産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合　当該再建計

画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面

（ｃ）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面

ｂ　本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等が、公

認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

②　銀行取引の停止

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合。

③　破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必

要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａ

からｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とする

に至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当

該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

ａ　甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整

理を行う場合　　甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ　甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難であ

る旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡

又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 　甲から当該

事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場

合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

ｃ　甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関す

る合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事

業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。）　甲から当該合意を行

ったことについての書面による報告を受けた日
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④　前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場合に

は、原則として本契約の解除は行わないものとする。

ａ　次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合　 当該再建計画が、再生計画又は

更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 　当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得

ているものであること。

ｂ　当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。

（ａ）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること及び

それを証する内容

ｃ　当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認

められるものでないこと。

⑤　事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又はこれに

準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲

が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲

げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ　甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部

として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の３

日前（休業日を除外する。）の日

（ａ）TOKYO PRO Marketの上場株券等

（ｂ）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等

ｂ　甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出資者総

会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承認を要し

ない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面による報

告を受けた日）

ｃ　甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（前条第２号ｂの規定の適用を受ける場合を

除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日

⑥　不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ　非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ　会社分

割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ　非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ　会社分割による他の者への事

業の承継、ⅴ　他の者への事業の譲渡、ⅵ　非上場会社との業務上の提携、ⅶ　第三者割当による株式若しくは

優先出資の割当て、ⅷ　その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行

為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行った場合に、甲が実質的な存続会社でない

と乙が認めた場合

⑦　支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が異

動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合

を含む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき

⑧　発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内に提出しなか

った場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合

⑨　虚偽記載又は不適正意見等

次のａ又はｂに該当する場合

ａ　甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

ｂ　甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適

正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるもので

ある場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

⑩　法令違反及び上場契約違反等

甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合

⑪　株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなること

が確実となった場合
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⑫　株式の譲渡制限

甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合

⑬　完全子会社化

　　　甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合

⑭　指定振替機関における取扱い

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合

⑮　株主の権利の不当な制限

甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が不

当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた

場合をいう。

ａ　買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入

時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるため

に、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

ｂ　ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動

とすることができないものの導入

ｃ　拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社

が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該

種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項につ

いて種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱

う。）。

ｄ　TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のう

ち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決

定。

ｅ　TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について

株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的

利益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決

議又は決定。

ｆ　議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。

ｇ　株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定。

⑯　全部取得

甲がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。

⑰　反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に対

する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

⑱　その他

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは株式会社東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場

合。

＜J－Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞

①　甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、その相手方は、相

当の期間（特段の事情のない限り１カ月とする。）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告

し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができ

る。

②　前項の定めに関わらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

また、甲又は乙から相手方に対し、１カ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

③　本契約を解除する場合、特段の事情のない限り、乙は予め本契約を解除する旨を株式会社東京証券取引所に

通知する。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(１）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収

益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて

過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、

これらの見積りと異なる場合があります。

（２）財政状態の分析

（流動資産）

当連結会計年度末における流動資産は1,628,786千円となり、前連結会計年度末と比べ194,071千円減少しました。

これは主に、現金及び預金が135,115千円、商品及び製品が85,497千円減少したことによるものであります。

(固定資産）

当連結会計年度末における固定資産は429,712千円となり、前連結会計年度末と比べ68,741千円増加しました。こ

れは主に、有形固定資産が51,498千円、投資その他の資産が15,826千円増加したことによるものであります。

（流動負債）

当連結会計年度末における流動負債は607,952千円となり、前連結会計年度末と比べ313,201千円減少しました。

これは主に、短期借入金が168,178千円、１年内返済予定の長期借入金が68,174千円減少したことによるものであり

ます。

（固定負債）

当連結会計年度末における固定負債は105,389千円となり、前連結会計年度末と比べ46,306千円減少しました。

これは主に、長期借入金が46,720千円減少したことによるものであります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は1,345,155千円となり、前連結会計年度末と比べ234,178千円増加しまし

た。これは親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加234,178千円によるものであります。

（３）経営成績の分析

「１【業績等の概要】（１）業績」をご参照ください。

（４）キャッシュ・フローの状況の分析

「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

（５）経営者の問題意識と今後の方針について

「３【対処すべき課題】」をご参照ください。

（６）継続企業の前提に関する重要事象等の対応策

該当事項はありません。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度においては、土地や営業車両などで68,649千円の設備投資を実施しております。なお、当連結会

計年度において、重要な設備の除却又は売却等はありません。

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（人）建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 合計

本社

(和歌山県伊都郡かつらぎ町)

ほか４店舗

アウトドアスポーツ事

業

本社事務所・

店舗設備等
37,044 15,070

194,752

(18,176)
6,221 253,089 37〔35〕

2024年５月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（人）建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 合計

エストレード

株式会社

本社

(神奈川県藤沢市)

アウトドアスポーツ

事業

工業用製品事業

本社事務所 2,185 -
-

(-)
4,185 6,371 ６〔－〕

株式会社DIG
本社

(東京都台東区)

アウトドアスポーツ

事業
本社事務所 14,028 -

-

(-)
6,588 20,617 ６〔19〕

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(１）発行者

2024年５月31日現在

(注)１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

３．従業員の〔　〕は、臨時従業員数を外書きしております。

（２）国内子会社

（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産及び建設仮勘定の合計であります。

３．従業員の〔　〕は、臨時従業員数を外書きしております。

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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記名・無記名の
別、額面・無額面

の別及び種類

発行可能
株式総数
（株）

未発行
株式数
（株）

連結会計年度末
現在発行数

（株）
（2024年５月31日）

公表日現在
発行数（株）

（2024年８月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 1,200,000 900,000 300,000            300,000
東京証券取引所

（TOKYO PROMarket）

単元

株式数

100株

計 1,200,000 900,000 300,000            300,000 － －

第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年６月１日～

2023年５月31日

（注）

299,800 300,000 - 10,000 - -

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）普通株式１株を1,500株に株式分割したことによるものです。

2024年５月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満

株式の状況
（株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） - - - １ - - １ ２ -

所有株式数

（単元）
- - - １ - - 2,999 3,000 -

所有株式数の

割合（％）
- - - 0.0 - - 100.0 100.0 -

（６）【所有者別状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
株式総数に対する
所有株式数の割合

（％）

池田　道夫 和歌山県伊都郡かつらぎ町 299,900 99.97

株式会社DREAM REALITY 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目18-6 100 0.03

計 - 300,000 100.00

（７）【大株主の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年５月31日現在
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2024年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 - - -

議決権制限株式（自己株式等） - - -

議決権制限株式（その他） - - -

完全議決権株式（自己株式等） - - -

完全議決権株式（その他） 普通株式　300,000 3,000 -

単元未満株式 - - -

発行済株式総数 300,000 - -

総株主の議決権 - 3,000 -

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

該当事項はありません。

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

（10）【従業員株式所有制度の内容】

該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３【配当政策】

当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、当事業年度は配

当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元は経営の重要課題であると認識しております。

当社は、さらなる内部留保の充実を図り、経営体質の強化、事業拡大のための投資等に充当していくことが株主

に対する最大の利益還元につながると考えております。

内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした事業拡充への投資や経営体質強化

のための配分に活用する方針であります。

現時点においては配当の実施及びその時期については未定でありますが、収益力の強化や事業基盤の整備を実施

しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利

益還元を実施する方針であります。

なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であ

ります。また、当社は、中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。

回次 第17期 第18期

決算年月 2023年５月 2024年５月

最高（円） 4,965 　　　　　　　-

最低（円） 4,965 　　　　　　　-

４【株価の推移】

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。

２．当社は2023年１月26日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場したため、それ以前の株価は記載しており

ません。

月別 2023年12月 2024年１月 2024年２月 2024年３月 2024年４月 2024年５月

最高（円） - - - - - -

最低（円） - - - - - -

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。

　　　2023年12月から2024年５月までにおいては、売買実績がないため記載しておりません。
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有

株式数
（株）

代表

取締役
社長 池田　道夫 1971年３月９日

1994年４月　サーフショップ設立

2006年９月　当社設立 代表取締役社長(現任)

2021年３月　株式会社シュリロトレーディング

(現エストレード株式会社)設立

代表取締役(現任)

2023年８月　株式会社DIG設立 代表取締役(現任)

(注)２ (注)５ 299,900

取締役
eコマース
事業部長

山中　一晃 1971年１月13日

1989年４月　まねきや硝子株式会社入社

1992年４月　辻中電化工業株式会社入社

1998年１月　由村電器株式会社入社

2011年４月　株式会社共栄テクシード入社

2013年６月　当社入社

2018年10月　当社eコマース事業部長

2021年４月　取締役経営管理部長就任

2024年６月　取締役eコマース事業部長就任(現任)

(注)２ (注)５ -

取締役
MD事業
部長

長谷場　友理子1983年８月27日

2006年４月　東和産業株式会社入社

2009年９月　当社入社

2021年４月　当社eコマース事業部長

2021年４月　取締役eコマース事業部長就任

2024年６月　取締役MD事業部長就任(現任)

(注)２ (注)５ -

取締役
事業開発
部長

藤本　剛 1987年４月24日

2009年８月　株式会社ルートワン入社

2012年４月　株式会社ルートワン・パワー入社

2015年４月　CCCモバイル株式会社出向

2018年４月　カルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社入社

2024年２月　当社入社

2024年４月　当社取締役就任

2024年６月　取締役事業開発部長就任(現任)

(注)２ (注)５ -

取締役
経営管理
部長

徳山　博 1978年８月６日

2003年11月　中央青山監査法人

(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年９月　徳山公認会計士事務所開設

2019年12月　株式会社StandbyC FOS設立

代表取締役社長(現任)

2024年４月　当社取締役就任

2024年８月　取締役経営管理部長就任(現任)

(注)２ (注)５ -

取締役 - 前田　尚士 1974年３月30日

2001年４月　株式会社ルートワン入社

2012年８月　株式会社ルートワン・パワ‐入社

専務取締役(現任)

2017年７月　株式会社ルートワン

代表取締役(現任)

2024年８月　当社取締役就任(現任)

(注)２ - -

取締役 -

浅田　純子

（戸籍上の

氏名：

下出　純子）

1974年７月10日

1998年２月　株式会社ルートワン入社

2012年８月　株式会社ルートワン・パワ‐入社

2024年４月　株式会社ネクストワン　取締役(現任)

2024年８月　当社取締役就任(現任)

(注)２ - -

取締役

(監査等委員)

(常勤)

- 鳴瀧　英人 1955年４月６日

1979年４月　株式会社紀陽銀行入行　大阪支社

1998年６月　同行　八尾南支店支店長

2002年６月　同行　羽倉崎支店支店長

2004年10月　同行　橋本支店支店長

2007年１月　同行　事務システム部副部長

2007年11月　同行　リスク統括部部長

2009年10月　紀陽興産株式会社

執行役員業務企画部長

2015年１月　紀陽銀行(アズマハウス株式会社出向)

2015年６月　アズマハウス株式会社監査役就任

2020年１月　株式会社賃貸住宅センター監査役就任

2020年１月　株式会社シージェーシー管理センター

監査役就任

2020年１月　株式会社アイワラフネット監査役就任

2023年11月　当社監査等委員である社外取締役就任

(現任)

(注)４ (注)５ -

５【役員の状況】

男性８名　女性２名　（役員のうち女性の比率20.0％）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有

株式数
（株）

取締役

(監査等委員)
- 鈴木　智仁 1979年８月14日

2008年９月　弁護士登録(大阪弁護士会)

中之島中央法律事務所入所

2012年４月　関西大学法科大学院

アカデミックアドバイザー就任

2013年４月　国税審査官(特定任期付職員)

として国税不服裁判所に出向

2019年１月　中之島中央法律事務所

パートナー弁護士に就任(現任)

2021年４月　当社監査役就任

2023年11月　当社監査等委員である社外取締役就任

(現任)

(注)４ (注)５ -

取締役

(監査等委員)
- 嘉村　哲 1975年９月９日

1998年４月　相互信用金庫入社

2002年８月　株式会社ノルコーポレーション入社

2004年６月　株式会社帝国データバンク

2018年４月　株式会社ブリッジマネジメント設立

代表取締役社長(現任)

2023年11月　当社監査等委員である社外取締役就任

(現任)

(注)４ (注)５ -

計 299,900

（注）１．2023年11月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年8月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

　　する定時株主総会終結の時までであります。

３．鳴瀧英人、鈴木智仁、嘉村哲は、社外取締役であります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2023年11月28日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

　　する定時株主総会終結の時までであります。

５．2024年５月期における役員報酬の総額は、100,860千円を支給しております。

６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　鳴瀧英人、委員　鈴木智仁、委員　嘉村哲
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを企業経営の重要事項と位置付けております。多様なステークホルダー

との適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしながら事業活動を行うことが長期的な業績向上や持続的

成長の目的達成に最も重要な課題のひとつとして考えております。コーポレート・ガバナンスの機能を充実さ

せ、透明性と公正性の高い経営を確立することは当社の重要な基本的責務であります。

このため、当社は取締役会を中心とした経営監督・監視機能を強化し、内部統制・リスク管理等の問題に対

処するため、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、持続的発展を第一に考えた事業運営を行うこととして

おります。

②会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制について

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常的に事

業の監視をする役割として内部監査担当者を配置しております。重要な経営判断と業務実行の監督を担う取締

役会と、監査等委員会により、経営に対する牽制・監督機能を図る体制としております。監査等委員は、取締

役会に出席し、業務執行者から独立した立場で意見を述べ、会社経営における意思決定プロセスの違法性や著

しく不当な職務執行がないか等、取締役の職務執行状況を常に監視する体制を確保しております。また、社外

取締役３名を選任し、外部からの視点による経営監督機能を強化しております。当社の企業規模、事業内容等

を勘案しますと、経営の効率性及び妥当性の監視機能において取締役が相互に監視し、かつ、社外取締役の意

見を参考にすることにより、経営監視機能の実効性は確保しているものと考えております。

（１）取締役・取締役会

当社の取締役会は、10名の取締役で構成されております。取締役会は、法令、定款及び株主総会決

議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社規程等の会社運営の基盤となる諸基準を整備

し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月１回、その

他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。取締役は、会社

の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役の職務執行を

監督しております。

（２）監査等委員会

当社は監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会を設置しており、３名の監査等委員（うち、

社外取締役３名）で構成されております。

監査等委員会は、原則月１回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催し、監査等委員会規定に基づ

き、監査・監督に関する事項について協議、決定をおこなっております。また、監査等委員は監査等委

員会で決定された監査方針及び監査計画に従って、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席し、監査

等委員会が選定した監査等委員は、取締役から聴取、重要な決裁書類等の閲覧を行うことで、業務監査

及び会計監査を実施しております。

当事業年度において、当社は監査等委員会を７回開催しており、全監査等委員が７回全てに出席して

おります。

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び計画等に関する事項、取締役会の審議内容に

関する事項、内部監査の監査内容に関する事項、会計監査人からの報告事項及び監査報酬等に関する事

項、監査報告書の提出に関する事項等であります。

（３）内部監査

当社は会社組織・制度及び業務が経営方針及び社内規程等を遵守し、適切に遂行されているかを検

証・評価し助言することにより業務改善を推進するため、内部監査規程に基づき代表取締役社長が任命

した内部監査責任者及び内部監査担当者が代表取締役社長の指示により各部門の内部監査を実施してお

ります。監査を実施するにあたっては監査等委員である取締役と情報交換を随時行い、連携しながら効

果的・効率的な監査を実施しております。

- 27 -



（４）会計監査

当社は清稜監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券

上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお2024年５月期において監

査を執行した公認会計士は井上達也氏、中村健太郎氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内

であります。また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士５名、その他２名であります。なお、当

社グループと監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

③内部統制システムの整備の状況について

業務の適正を確保するための当社グループの内部統制システムに関する基本方針及び整備の状況は、次のと

おりです。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンス規程を定め、役員・社員はこれに従って業務を執行する。

②コンプライアンス管理責任者を設置し、コンプライアンスに関する重要な問題を審議する。

③当社の社員、子会社の社員、社外の利害関係者も対象とした社内通報制度を設け、適切に運用する。

なお、通報者に対し不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
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④代表取締役社長直轄の内部監査は、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に

監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従いこれらを保

存、管理する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①事業活動全般に係る個々のリスクについて、各規程に従いリスク管理体制を構築・運用する。

②不測の事態が発生した場合には、各リスクに応じた所管部署が対策本部を設置し、損害・影響額を最小

限にとどめる体制を構築・運用する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、原則毎月１回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、職務執行

の状況を監督する。

②経営効率を向上させるため、経営会議や部長会などの社内会議体を設け、その会議の目的に合わせた効

率的な会議運営を行う。

③取締役及びその他使用人の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる

体制を確保する。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①子会社の経営について、その自主性を尊重しつつ、定期的に事業内容の報告を受け、重要案件について

は、事前協議を行い、業務の適正を図る。

②子会社に対しても、リスク管理規程、コンプライアンス規程を適用して、子会社の役員・社員にもそれ

にしたがって業務を執行することを求める。

③代表取締役社長直轄の内部監査が、子会社に対しても職務執行状況を監査する。

④子会社が作成する経営計画について報告を受けるとともに、当社が保有する機能、資産を効率的に活用

できるようにする。

（６）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）からの独立性に関する事項

①監査等委員会の職務を補助すべき使用人を必要に応じて置くこととするとともに、その職務を遂行する

ために十分な体制を構築する。

②監査等委員会の職務を補助すべき使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役（監査等委

員である取締役を除く。）等の指揮命令は受けない。

③監査等委員会の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査等委員会と協議して行う。

（７）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その

他の監査等委員会への報告に関する体制

①常勤監査等委員は、経営会議他の重要会議に出席し必要に応じて説明を求める。前記に関わらず、監査

等委員はいつでも必要に応じて、取締役及び社員に対して報告を求めることができる。なお、報告者に

対し不利益な取り扱いを行うことを禁止する。

②取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、企業倫理、法令遵守、リスク管理に関し、当社の業務

または業績に影響を与える重要な事項について、遅滞なく監査等委員会に報告する。

（８）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役社長は、監査等委員と適宜会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを

行い、意思の疎通を図る。

②監査等委員は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連

携を図る。

③監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につき当社に対して

費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に

必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

（９）財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告

の信頼性と適正性を確保する。

（10）反社会的勢力の排除に向けた体制

①反社会的勢力に対しては、経営管理部に情報を収集し対応する。

②反社会的勢力とは、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的

責任を果たしていくことを基本方針とする。

③警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力に関して連携を図る。
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役員区分

報酬等の

総額

（千円）

報酬等の種類別の総額

（千円）
対象となる

役員の員数

（人）金銭報酬 賞与
ストック

オプション

取締役（社外取締役を除く） 94,560 94,560 - - ７

監査等委員 6,300 6,300 - - ３

合　　計

（うち社外役員）

100,860

(6,300)

100,860

(6,300)

-

(-)

-

(-)

10

(３)

④社外取締役との関係について

当社は、社外取締役を３名選任しており、外部からの客観的及び中立的な立場から経営を監視する体制が

構築され、ガバナンスは適正に運用されております。なお、社外取締役と当社の間には特別な利害関係を有し

ておらず、一般株主との利益相反の恐れはありません。

⑤リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として経営管理部が情報の一元化を行っております。ま

た、必要に応じて弁護士等の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっており

ます。

⑥役員報酬の内容

当社は、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決

議で決定する旨を定款に定めております。

⑦支配株主との取引を行う際における非支配株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定

し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、非支配株主の利益を害することのないように対

応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用

を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、非支配株主の利益を損なう取引を排除する体

制を構築しております。

⑧取締役の定数

当社の取締役は13名以内（うち、監査等委員である取締役は３名以内）とする旨を定款で定めております。

⑨取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めており

ます。

⑩株主総会の特別決議要件

当社は、株式総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株式総会の特別決議要件につい

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑪自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式が取得することができ

る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑫取締役の責任免除

当社は、業務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠った取締役(取締役であったものを含む。)及び同法第423条第１項の損害賠償責任

について、当該取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合において、法令の定める限度額

の範囲内で、取締役会の決議によってその責任を免除できる旨を定款に定めております。
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⑬中間配当に関する事項

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の定めに基づき、取締役会の

決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑭株式の保有状況

該当事項はありません。

区分

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円）

発行者 11,000 -

連結子会社 - -

計 11,000 -

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査法人に対する報酬の内容】

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

当社グループの事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。
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第６【経理の状況】

１．連結財務諸表の作成方法について

(１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号）に基づいて作成しております。

(２）当社の連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しております。

２．監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規

定に基づき、連結会計年度（2023年６月１日から2024年５月31日まで）の連結財務諸表について、清稜監査法

人により監査を受けております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 675,172 540,056

受取手形及び売掛金 ※１　355,929 ※１　394,594

商品及び製品 758,667 673,169

仕掛品 263 141

原材料及び貯蔵品 10,571 10,730

その他 36,663 25,149

貸倒引当金 △14,410 △15,057

流動資産合計 1,822,857 1,628,786

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 94,490 112,616

機械装置及び運搬具 24,458 47,574

土地 ※２　169,032 ※２　194,752

その他 39,847 52,650

減価償却累計額 △99,247 △127,515

有形固定資産合計 228,580 280,078

無形固定資産

ソフトウェア 7,073 6,290

ソフトウェア仮勘定 - 2,200

無形固定資産合計 7,073 8,490

投資その他の資産

繰延税金資産 57,677 68,340

その他 67,639 72,803

投資その他の資産合計 125,317 141,143

固定資産合計 360,971 429,712

資産合計 2,183,828 2,058,498

【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 152,424 158,546

短期借入金 418,178 250,000

１年内返済予定の長期借入金 ※２　114,894 ※２　 46,720

未払法人税等 121,659 36,804

賞与引当金 2,299 2,706

その他 ※３　111,698 ※３　113,175

流動負債合計 921,154 607,952

固定負債

長期借入金 ※２　144,580 ※２　 97,860

退職給付に係る負債 2,687 4,309

その他 4,428 3,220

固定負債合計 151,696 105,389

負債合計 1,072,851 713,342

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

利益剰余金 1,100,977 1,335,155

株主資本合計 1,110,977 1,345,155

純資産合計 1,110,977 1,345,155

負債純資産合計 2,183,828 2,058,498
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

売上高 4,226,151 3,713,415

売上原価 ※１　2,556,114 ※１　2,238,323

売上総利益 1,670,037 1,475,091

販売費及び一般管理費 ※２　1,111,438 ※２　1,131,411

営業利益 558,598 343,679

営業外収益

受取利息及び配当金 999 3,528

為替差益 16,576 9,732

保険解約益 182 5,847

その他 2,574 1,892

営業外収益合計 20,332 21,000

営業外費用

支払利息 4,600 6,238

手形譲渡損 133 -

その他 ８ 84

営業外費用合計 4,742 6,322

経常利益 574,188 358,358

特別利益

固定資産売却益 ※３　　24,356 ※３　　 2,071

特別利益合計 24,356 2,071

特別損失

減損損失 ※４　　18,169 -

特別損失合計 18,169 -

税金等調整前当期純利益 580,375 360,429

法人税、住民税及び事業税 203,164 136,914

法人税等調整額 △13,164 △10,662

法人税等合計 189,999 126,251

当期純利益 390,375 234,178

親会社株主に帰属する当期純利益 390,375 234,178

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

当期純利益 390,375 234,178

包括利益 390,375 234,178

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 390,375 234,178

【連結包括利益計算書】
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（単位：千円）

株主資本

純資産合計

資本金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 10,000 710,602 720,602 720,602

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
390,375 390,375 390,375

当期変動額合計 - 390,375 390,375 390,375

当期末残高 10,000 1,100,977 1,110,977 1,110,977

（単位：千円）

株主資本

純資産合計

資本金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 10,000 1,100,977 1,110,977 1,110,977

当期変動額

親会社株主に帰属する

当期純利益
234,178 234,178 234,178

当期変動額合計 - 234,178 234,178 234,178

当期末残高 10,000 1,335,155 1,345,155 1,345,155

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 580,375 360,429

減価償却費 28,928 34,239

減損損失 18,169 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,101 646

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 283 1,621

賞与引当金の増減額（△は減少） 882 406

受取利息及び配当金 △999 △3,528

保険解約益 △182 △5,847

支払利息 4,600 6,238

為替差損益（△は益） △17,052 △9,732

有形固定資産売却損益（△は益） △24,356 △2,071

売上債権の増減額（△は増加） △110,976 △37,225

棚卸資産の増減額（△は増加） 40,031 86,242

仕入債務の増減額（△は減少） 32,589 5,296

その他 13,537 16,245

小計 566,932 452,962

利息及び配当金の受取額 999 3,528

利息の支払額 △4,600 △6,238

法人税等の支払額 △207,119 △221,804

営業活動によるキャッシュ・フロー 356,211 228,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △31,500 △19,406

定期預金の払戻による収入 7,200 15,806

有形固定資産の取得による支出 △134,623 △79,207

有形固定資産の売却による収入 32,572 3,542

無形固定資産の取得による支出 - △4,800

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - △16,834

その他 △4,595 8,281

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,947 △92,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 38,178 △168,178

長期借入れによる収入 93,500 -

長期借入金の返済による支出 △152,040 △114,894

その他 △860 △1,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,222 △284,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,052 9,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,095 △138,718

現金及び現金同等物の期首残高 367,455 588,551

現金及び現金同等物の期末残高 ※　588,551 ※　449,832

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

２社

連結子会社の名称

エストレード株式会社

株式会社DIG

株式会社DIGについては、当連結会計年度において全株式を取得したことにより、当連結会計年度

から連結子会社に含めております。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

３．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

①商品

移動平均法

②製品・仕掛品・原材料

先入先出法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　３～47年

機械装置及び運搬具　２～17年

その他　２～15年

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を

計上しております。
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（４）退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（５）重要な収益及び費用の計上基準

商品及び製品の販売

当社グループは、アウトドアスポーツ事業、工業用製品事業の各分野の商品の販売、及び製品の製造販

売を主な事業とし、これら商品又は製品の引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関す

る会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から商品又は製品の支配が顧客

に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

また、アウトドアスポーツ事業において、他社が運営するポイント制度に基づき商品又は製品の販売時

に顧客に付与するポイント相当額については、第三者のために回収する額として控除した純額で収益を認

識しております。

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

前連結会計年度 当連結会計年度

商品及び製品 758,667 673,169

（重要な会計上の見積り）

棚卸資産の評価

（１）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、商品及び製品の評価について、正味売却価額が在庫簿価を下回る場合には、取得原価

を正味売却価額まで減額しております。加えて、滞留による収益性の低下の事実を反映するために、直近

の販売実績に照らして販売可能と判断される商品及び製品を除外したうえで、仕入年度から一定の期間を

超える商品を滞留在庫として帳簿価額を切り下げております。滞留による収益性の低下の判断において

は、直近の販売実績や今後の需要予測に照らした販売可能性、及び滞留在庫の判定に用いた一定の期間を

主要な仮定としていますが、当該仮定は将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性

があり、実際の販売実績が見積りと異なった場合、帳簿価額の切り下げに伴い、翌連結会計年度の連結財

務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

（会計方針の変更）

（棚卸資産の評価方法の変更）

従来、当社の商品の棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法を採用しておりましたが、当連結会計年

度より移動平均法による原価法に変更しております。

この変更は、基幹システムの改修を契機として、移動平均法にて在庫評価を行う方が、より適切な棚卸資

産の評価及び期間損益計算を行うことができると判断したことによるものです。

なお、過去の連結会計年度について、移動平均法による計算を行うことが実務上不可能であり、遡及適用

した場合の累積的影響額を算定することができないため、前連結会計年度末の帳簿価額を当連結会計年度の

期首残高として計算しております。

また、この変更による影響は軽微であります。
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（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において「有形固定資産」の「その他」に含めていた「機械装置及び運搬具」は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため

、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「その他」に表示していた64,305

千円は、「機械装置及び運搬具」24,458千円、「その他」39,847千円として組み替えております。

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

受取手形 1,384千円 757千円

売掛金 354,544千円 393,837千円

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

土地 93,520千円 93,520千円

計 93,520千円 93,520千円

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

１年内返済予定の長期借入金 9,360千円 9,360千円

長期借入金 81,020千円 71,660千円

計 90,380千円 81,020千円

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

契約負債 2,477千円 280千円

（連結貸借対照表関係）

※１　受取手形及び売掛金のうち顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

担保付債務は、次のとおりであります。

※３　その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

93,547千円 △20,121千円

前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

役員報酬 84,728千円 101,560千円

給与手当及び賞与 207,304千円 240,509千円

荷造運賃 115,525千円 97,961千円

広告宣伝費 115,061千円 99,415千円

支払手数料 345,540千円 313,690千円

減価償却費 28,928千円 34,239千円

退職給付費用 830千円 1,621千円

貸倒引当金繰入額 1,101千円 646千円

賞与引当金繰入額 2,299千円 2,739千円

前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

機械装置及び運搬具 24,356千円 2,071千円

場所 用途 種類 減損損失

Orange　なんばパークス店

（大阪市浪速区）
店舗

建物及び構築物 1,852千円

有形固定資産－その他 662千円

投資その他の資産－その他 1,900千円

Orange　VISON店

（三重県多気郡多気町）
店舗

建物及び構築物 10,606千円

有形固定資産－その他 702千円

投資その他の資産－その他 2,445千円

（連結損益計算書関係）

※１　期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損（△は戻入益）が売上原価に

含まれております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

※３　固定資産売却益の内容は、以下のとおりであります。

※４　減損損失

前連結会計年度（自 2022年６月１日　至 2023年５月31日）

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

（資産のグルーピング方法）

当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し資産のグルーピ

ングを行っております。

（減損損失に至った経緯）

収益性が低下した事業の事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。

（回収可能価額の算定方法）

回収可能価額は、使用価値によって測定しております。上記店舗の回収可能価額は将来キャッシュ・フロ

ーが見込めないため、回収可能価額を零として評価しております。

当連結会計年度（自 2023年６月１日　至 2024年５月31日）

該当事項はありません。
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株式の種類
当連結会計年度

期首株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

普　通　株　式 200 299,800 - 300,000

株式の種類
当連結会計年度

期首株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

普　通　株　式 300,000 - - 300,000

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

１．発行済株式に関する事項

（変動事由の概要）

普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

株式分割による増加　299,800株

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．発行済株式に関する事項

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2022年６月１日

至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

現金及び預金 675,172千円 540,056千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △86,620千円 △90,223千円

現金及び現金同等物 588,551千円 449,832千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

（１）所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

車両運搬具

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「３．会計方針に関する事項（２）重要な減価償却

の方法」に記載のとおりであります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

長期借入金（１年内返済予定を含む） 259,474 259,458 △15

負債計 259,474 259,458 △15

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

長期借入金（１年内返済予定を含む） 144,580 144,579 △０

負債計 144,580 144,579 △０

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時

的な余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達し

ております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛

金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。またその一部は、商品の輸入に伴う外貨建の

ものがあり、為替の変動リスクに晒されています。

長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で９

年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、毎月受取手形及び売掛金の明細を作成し、取引相手ごとに期日および残高を

管理して回収遅延や貸倒れの未然防止を図っております。

②　市場リスクの管理

長期借入金について金利の変動リスクに晒されておりますが、昨今の金融市場を踏まえ、借入期間

の当該リスクは限定的なものと認識しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスク

を管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2023年５月31日）

（※）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金である

こと、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

当連結会計年度（2024年５月31日）

（※）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金である

こと、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注１）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
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１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 675,172 - - -

受取手形及び売掛金 355,929 - - -

合計 1,031,101 - - -

１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 540,056 - - -

受取手形及び売掛金 394,594 - - -

合計 934,651 - - -

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

短期借入金 418,178 - - - - -

長期借入金 114,894 46,720 28,560 16,360 9,360 43,580

リース債務 1,207 1,207 1,207 1,207 805 -

合計 534,279 47,927 29,767 17,567 10,165 43,580

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

短期借入金 250,000 - - - - -

長期借入金 46,720 28,560 16,360 9,360 9,360 34,220

リース債務 1,207 1,207 1,207 805 - -

合計 297,927 29,767 17,567 10,165 9,360 34,220

前連結会計年度（2023年５月31日）

当連結会計年度（2024年５月31日）

（注２）長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2023年５月31日）

当連結会計年度（2024年５月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2023年５月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2024年５月31日）

該当事項はありません。

- 45 -



区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定を含む） - 259,458 - 259,458

負債計 - 259,458 - 259,458

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定を含む） - 144,579 - 144,579

負債計 - 144,579 - 144,579

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2023年５月31日）

当連結会計年度（2024年５月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

前連結会計年度
（自　2022年６月１日
  至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 2,404千円 2,687千円

　退職給付費用 830千円 1,621千円

　退職給付の支払額 △547千円 -千円

退職給付に係る負債の期末残高 2,687千円 4,309千円

前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

非積立型制度の退職給付債務 2,687千円 4,309千円

連結貸借対照表に計上された負債と

資産の純額
2,687千円 4,309千円

退職給付に係る負債 2,687千円 4,309千円

連結貸借対照表に計上された負債と

資産の純額
2,687千円 4,309千円

前連結会計年度
  （2023年５月31日）

当連結会計年度
  （2024年５月31日）

簡便法で計算した退職給付費用 830千円 1,621千円

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しており

　ます。

　　確定給付型の制度としては、退職一時金制度を採用しております。退職一時金制度は、簡便法により

　退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(１）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(２）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

(３）退職給付費用
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前連結会計年度
（2023年５月31日）

当連結会計年度
（2024年５月31日）

繰延税金資産

未払事業税 11,004千円 3,559千円

棚卸資産評価損 31,619千円 50,144千円

貸倒引当金 3,938千円 3,889千円

広告宣伝費 2,230千円 2,230千円

賞与引当金 818千円 649千円

退職給付に係る負債 908千円 1,456千円

一括償却資産 136千円 255千円

資産除去債務 880千円 879千円

固定資産減損損失 6,141千円 5,274千円

繰越欠損金 -千円 5,246千円

繰延税金資産小計 57,677千円 73,587千円

評価性引当額 -千円 △5,246千円

繰延税金資産合計 57,677千円 68,340千円

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　　前連結会計年度（2023年５月31日）

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

　　であるため注記を省略しております。

　　当連結会計年度（2024年５月31日）

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

　　であるため注記を省略しております。

（資産除去債務関係）

当社は、各店舗の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

　　　　　しております。

　　　　　　なお、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込め

　　　　　ないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法

　　　　　によっております。

（収益認識関係）

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

　　　　　す。

　　　　　２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　　　　　「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）３．会計方針に関する事項（５）重要な収益及び

　　　　　費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額

（注）１

連結財務諸表
計上額

（注）２
アウトドア
スポーツ事業

工業用製品
事業

計

売上高

eコマース 1,822,458 - 1,822,458 - 1,822,458

店舗運営 588,514 - 588,514 - 588,514

卸売 1,524,619 221,559 1,746,179 - 1,746,179

その他 68,997 - 68,997 - 68,997

顧客との契約から生じる収益 4,004,591 221,559 4,226,151 - 4,226,151

その他の収益 - - - - -

　外部顧客への売上高 4,004,591 221,559 4,226,151 - 4,226,151

　セグメント間の内部

　売上高又は振替高
14,937 - 14,937 △14,937 -

計 4,019,528 221,559 4,241,088 △14,937 4,226,151

セグメント利益 496,509 62,089 558,598 - 558,598

セグメント資産 1,359,359 91,559 1,450,918 732,910 2,183,828

その他の項目

減価償却費 28,586 341 28,928 - 28,928

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
148,623 - 148,623 - 148,623

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

（１）報告セグメントの決定方法

　　　　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手

　　　可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う

　　　対象となっているものであります。

　　　　当社グループは、本社に商品・製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う商品・

　　　製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

（２）各報告セグメントに属する商品・製品及びサービスの種類

　　　　「アウトドアスポーツ事業」は、主にEC販売、店舗販売及び卸売を行っております。

　　　　「工業用製品事業」は、主に海外からセキュリティインキ原料及び灌漑用商材（スプリンクラー

　　　等）を仕入れ、国内企業に卸売等を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

　要な事項」における記載と概ね同一であります。

　　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解

　情報

前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額

（注）１

連結財務諸表
計上額

（注）２
アウトドア
スポーツ事業

工業用製品
事業

計

売上高

eコマース 1,550,387 - 1,550,387 - 1,550,387

店舗運営 483,205 - 483,205 - 483,205

卸売 1,436,175 161,061 1,597,236 - 1,597,236

その他 82,585 - 82,585 - 82,585

顧客との契約から生じる収益 3,552,353 161,061 3,713,415 - 3,713,415

その他の収益 - - - - -

　外部顧客への売上高 3,552,353 161,061 3,713,415 - 3,713,415

　セグメント間の内部

　売上高又は振替高
- - - - -

計 3,552,353 161,061 3,713,415 - 3,713,415

セグメント利益 306,809 36,869 343,679 - 343,679

セグメント資産 1,415,871 41,381 1,457,253 601,245 2,058,498

その他の項目

減価償却費 33,903 336 34,239 - 34,239

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
67,549 1,100 68,649 - 68,649

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

　　　　　セグメント資産の調整額732,910千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

　　　　　なお、全社資産は主に当社の余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

　　　２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

　　　　　セグメント資産の調整額601,245千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。なお、全社

　　　　資産は主に当社の余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

　　　２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

　前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

　１．製品及びサービスごとの情報

　　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　２．地域ごとの情報

　　（１）売上高

　　　　　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　　（２）有形固定資産

　　　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

アウトドア
スポーツ事業

工業用製品事業 全社・消去 合計

減損損失 18,169 - - 18,169

　３．主要な顧客ごとの情報

　　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しておりま

　す。

　当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　１．製品及びサービスごとの情報

　　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　２．地域ごとの情報

　　（１）売上高

　　　　　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　　（２）有形固定資産

　　　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　３．主要な顧客ごとの情報

　　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しておりま
　す。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

　当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

　　該当事項はありません。

　当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

　　該当事項はありません。

　当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

１．関連当事者との取引

　（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　　　　該当事項はありません。

　（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　　　　　該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．関連当事者との取引

　（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　　　　該当事項はありません。

　（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　　　　　該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2022年６月１日
  至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

１株当たり純資産額 3,703円　25銭 4,483円　85銭

１株当たり当期純利益 1,301円　25銭 780円　59銭

前連結会計年度
（自　2022年６月１日
  至　2023年５月31日）

当連結会計年度
（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 390,375 234,178

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（千円）
390,375 234,178

普通株式の期中平均株式数（株） 300,000 300,000

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 418,178 250,000 0.6 －

１年以内に返済予定の長期借入金 114,894 46,720 0.7 －

１年以内に返済予定のリース債務 1,207 1,207 - －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 144,580 97,860 0.7
2025年６月25日～

2033年１月25日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 4,428 3,221 -
2025年６月２日～

2028年１月２日

合計 683,288 399,008 　　　　　 - －

区分
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 28,560 16,360 9,360 9,360

リース債務 1,207 1,207 805 -

【借入金等明細表】

　（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　　　　なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

　　　　　連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年以内における１年

　ごとの返済予定額の総額。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第７【外国為替相場の推移】
　　　 該当事項はありません。

事業年度 毎年６月１日から翌年５月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 毎年５月31日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
毎年５月31日

毎年11月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

取扱場所 －

株主名簿管理人 －

取次所 －

名義書換手数料 －

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

株主名簿管理人 株式会社アイ・アール　ジャパン

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない

ときは、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。

https://www.mimona.co.jp/ir/

株主に対する特典 該当事項はありません。

第８【発行者の株式事務の概要】

（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

　　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　（２）取得請求権付株式の取得を請求する権利

　　　（３）募集株式又は募集新株予約券の割当てを受ける権利
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第二部【特別情報】

第１【外部専門家の同意】
　該当事項はありません。

第三部【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2024年８月27日

株式会社ミモナ

取締役会　御中

清稜監査法人

大阪事務所

指定社員

業務執行社員　公認会計士　井　上　達　也

指定社員

業務執行社員　公認会計士　中 村 健 太 郎

監査意見

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128

条第３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミモナの2023

年６月１日から2024年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社ミモナ及び連結子会社の2024年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して

おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、連結財務諸表及びその監査報告書以外の情

報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか

どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある

かどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務

諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
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とにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場

合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適

切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任

がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた

めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためにセーフガードを適用

している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上

（注）上記の監査報告書の原本は当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。
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